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１．事後評価のプロセス 

（１）（１）（１）（１）「事後評価の方法」の実行の有無「事後評価の方法」の実行の有無「事後評価の方法」の実行の有無「事後評価の方法」の実行の有無    

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項

について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

□ 行った 

（実施状況） 

 ・ 

 

 ☑ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

  ・直近の医療審議会で報告予定。 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）審議会等で指摘された主な内容審議会等で指摘された主な内容審議会等で指摘された主な内容審議会等で指摘された主な内容    

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につい

ては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

・特になし 

・ 

・ 
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２．目標の達成状況 

    

平成27年度奈良県計画に規定する目標を再掲し、平成27年度終了時における目標の達成状

況について記載。 

■奈良県全体■奈良県全体■奈良県全体■奈良県全体    

１．１．１．１．    目標目標目標目標    

    奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、奈良県においては、医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、

安心して生活できるよう以下を目標に設定する。安心して生活できるよう以下を目標に設定する。安心して生活できるよう以下を目標に設定する。安心して生活できるよう以下を目標に設定する。    

①①①①     地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標    

地域医療支援病院等と地域医療を担うかかりつけ医（診療所）で共通の診察券を導 

入し、カードに患者の診療情報や検査結果データを記録する機能を付けることにより、 

情報共有できる仕組みの構築。奈良医大附属病院に搬送された救急患者をより安全、

迅速にＥＲセンターに搬送するための施設設備整備等を行い、ＥＲ型救急医療体制を

強化。 

 今後、急性期から回復期、在宅医療に至るまでの一連のサービスを地域において確

保 

するため、病床の機能分化・連携を推進するための施設・設備整備を支援。 

【定量的な目標値】 

・地域医療構想で記載する平成 37年度に必要となる医療機能ごとの病床数   

 高度急性期 １，２７５床 

 急性期   ４，３７４床 

 回復期   ４，３３３床 

 慢性期   ３，０８１床 

※策定され次第、記載 

    

②②②②    居宅等における医療の提供に関する目標居宅等における医療の提供に関する目標居宅等における医療の提供に関する目標居宅等における医療の提供に関する目標    

奈良県においては、高齢化社会のおとずれや疾病構造が慢性疾患を中心に変化して

いくことにより、長期にわたる療養や介護を必要とする高齢者の増加が見込まれてお

り、終末期を含め、在宅で介護や医療サービスを受けることを希望する高齢者も多い

ことから、円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築など、以下に記

載する医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活

できるようにすることを目標とする。 

また、重症心身障害のある人が地域で家族と安心して暮らせるよう、相談、レスパ

イトの調整等が行える体制整備を図る。 

また、てんかん患者の診療実態の把握や精神障害者の包括的支援を通じて医療連携

体制の構築を目指す。 

・ 円滑な在宅療養移行に向けての退院支援が可能な体制構築 

・ 日常の療養支援が可能な体制構築 

・ 急変時の対応が可能な体制構築 

・ 患者が望む場所での看取りが可能な体制構築 

→ 在宅死亡率の維持及び向上 
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③③③③    介護施設等の整備に関する目標介護施設等の整備に関する目標介護施設等の整備に関する目標介護施設等の整備に関する目標    

・地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期県介護保険事業支援計画等にお

いて予定している地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

    【定量的な目標値】【定量的な目標値】【定量的な目標値】【定量的な目標値】    

・認知症高齢者グループホーム 1,937床（129カ所）→ 2,000床（133カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 37カ所 →40カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 12カ所 →17カ所 

・認知症対応型デイサービスセンター 40カ所 →41カ所 

・緊急ショートステイ １床（１カ所）増 

・施設内保育施設  ３カ所増 

    

④④④④    医療従事者の確保に関する目標医療従事者の確保に関する目標医療従事者の確保に関する目標医療従事者の確保に関する目標 

以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決することを目標とする。 

・ 医師の偏在を解消するための取組の促進 

・ 医療従事者にとって働きやすい職場環境の整備のための取組を促進 

・ 看護職員の養成、定着促進、離職防止及び復職支援のための取組の促進 

・ 奈良県立医科大学等において、高度救命救急センターに加え、ＥＲ救急を実施す

ることにより、年間９千人を超える救急搬送受入が可能な体制を敷く。 

・  

⑤⑤⑤⑤     介護従事者の確保に関する目標介護従事者の確保に関する目標介護従事者の確保に関する目標介護従事者の確保に関する目標    

介護現場における人材の不足感の改善を目標とする。その際、県内の関係者が各

自役割分担をするとともに、連携して介護人材確保のための取り組みを進めていけ

るよう、27年度中に県・奈良労働局・県福祉人材センター・介護事業の経営者・介

護従事者・職能団体・養成機関等で構成する協議会を設置し、介護人材確保対策に

ついて調査分析や事業の検討などを行う。 

（参入促進） 

 介護職については、マイナスイメージが強く、職業として選ばれにくい状況にあ

るため、介護職の魅力を発信するとともに、細やかな就労斡旋などを実施して参入

促進を図る。 

・ マッチングの機能強化 

・ 職場体験 

・ 地域への介護職の魅力発信 

・ 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施 

・ 生活・介護支援サポーターの養成 

・ 介護職員初任者研修資格取得支援 

・ 福祉・介護の就職フェアの開催 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上やキャリアアップのための研修やリーダー育成のため
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の研修を行う。また、潜在的有資格者に対しては、離職後のフォローができていな

いため、再就労につなげるための研修等の実施によるアプローチを行う。さらに、

地域包括ケアシステム構築のため、地域包括支援センターの機能強化などの市町村

支援や認知症ケアに携わる人材や生活支援コーディネーターの養成等を行う。 

・ 介護人材のキャリアアップ研修の実施 

・ 潜在介護福祉士の再就業支援 

・ 認知症初期集中支援チーム員、認知症地域支援推進員、認知症サポート医の養

成 

・ 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 

・ 生活支援コーディネーターの養成 

・ 地域包括ケアシステムに関わる人材の育成 

・ 権利擁護人材の養成 

（労働環境・処遇の改善） 

 介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職

防止のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりに取り組

む。 

・ 早期離職防止のためのＯＪＴ支援 

・ 雇用管理改善の取組みのためのセミナー開催、相談支援 

・ 介護ロボット導入や施設内保育施設運営等に対する支援 

 

２．２．２．２．    計画期間計画期間計画期間計画期間    

平成27 年度（～平成30 年度）  
□奈良□奈良□奈良□奈良県全体（達成状況）県全体（達成状況）県全体（達成状況）県全体（達成状況）    

１）目標の達成状況１）目標の達成状況１）目標の達成状況１）目標の達成状況    

１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業    

・ネットワーク基盤整備に係る全体スキームの作成（ＩＣＴを活用した地域医療ネ 

ットワーク基盤整備事業） 

・基金を活用した地域包括ケア病棟の整備４８床 

（地域包括ケア病棟等整備促進事業） 

・施設整備にかかる基本計画の策定 

（病床機能分化・連携施設設備整備事業 

２．居宅等における医療の提供に関する事業 

 ・研修参加者数 １７８名（訪問看護推進事業） 

・事業実施施設数 ５施設（訪問看護人材育成支援事業） 

・精神科病院の退院者のうち長期入院者の割合 

事業実施前4.6%→事業実施後4.8%（精神障害者医療連携推進事業） 

・レスパイトケアの実態把握のため、保護者等にアンケート調査を実施。医療的ケ
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アを必要とする在宅重症心身障害児・者を持つ家族に対する支援の一つである

し、関係する支援者育成のための研修等の実施及び個別具体のケースをモデルと

して、を行う。 

（重症心身障害児・者レスパイトケア体制整備事業） 

 ・県内の医療機関（４４８ヶ所）のうち、２４４ヶ所から回答を得て、集計結果に 

考察を加えた報告書を作成した。（てんかん医療支援ネットワーク調査研究事業） 

 ・訪問在宅歯科診療件数２４８件(在宅歯科医療連携室整備事業) 

  ・研修参加者１３３名（医療従事者８３名、介護従事者５０名） 

（在宅歯科医療普及促進事業） 

  ・訪問歯科診療車を整備、無歯科医地区への定期的な歯科医療提供体制の構築 

（訪問歯科診療車の整備支援事業） 

・薬剤師会の会営薬局の無菌調剤室を共同利用できるように整備 

（在宅医療連携拠点薬局無菌調剤室整備事業） 

３．介護施設等の整備に関する事業 

・地域密着型サービス施設が１９カ所増加した。    

・認知症高齢者グループホーム 1,937床（129カ所）→ 2,015床（131カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 37カ所→40カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 12カ所→20カ所 

・認知症対応型デイサービスセンター 40カ所 →41カ所 

・緊急ショートステイ １床（１カ所）増 

・施設内保育施設 ３カ所増 

４．医療従事者の確保に関する事業 

 ・配置医師数１２名（地域医療支援センター（県費奨学生配置センター）の運営） 

・夏期へき地実習受講者数 ２１名 

（へき地勤務医師確保推進事業、医師確保推進事業） 

 ・産科・救急・小児等の不足している診療科の医師確保支援事業補助金支給対象医 

療機関２５（産科医療体制支援事業） 

・県立医科大学附属病院における土日ＥＲ実施（H27.9月）以降の、救急車による救 

急患者受け入れ月平均件数：４５４件（昨年度：２６８件） 

  （ＥＲ体制構築事業） 

  ・女性医師等の離職防止や再就業の促進事業事業実施病院数２病院 

（女性医師応援事業、働きやすい勤務形態支援事業） 

  ・新人看護職員研修補助事業実施病院数補助事業実施病院数 ２６病院 

  ・看護職員資質向上推進事業研修参加者数 ２１２名（実習指導者講習会事業、看護

教員継続研修事業、中堅看護職員スキルアップ研修事業） 

  ・看護師等養成所運営費補助事業県内看護師等養成所卒業生の県内就業率49.6％ 

  ・ナースセンター機能強化事業サテライト相談実施回数 ３５回 

  ・医療勤務環境改善支援センター事業相談人数 １４０人 
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  ・病院内保育所運営費補助事業補助事業実施病院数 ２２病院 

  ・全県（北和地区・中南和地区）において、毎休日・毎夜間に小児２次救急医療を

確保（小児救急医療体制整備事業） 

  ・平成27年度の相談件数は22,069件（うち救急要請やすぐの医療機関受診を勧めた

件数は5,331件）であり、目標は達成された。（小児救急医療支援事業） 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（参入促進） 

 介護職については、マイナスイメージが強く、職業として選ばれにくい状況にあ

るため、介護職の魅力を発信するとともに、細やかな就労斡旋などを実施して参入

促進が図られた。 

・ マッチングの機能強化 →相談員５名 

・ 地域への介護職の魅力発信 →見学・研修等参加１８７名 

・ 若者、女性、中高年齢者層に対する介護の基礎的な研修実施 →職場体験 

・ 生活・介護支援サポーターの養成 →事業実施２市 

・ 介護職員初任者研修資格取得支援 →受講者１００名 

・ 福祉・介護の就職フェアの開催 →求人情報提供 

（資質の向上） 

有資格者に対して資質向上、キャリアアップやリーダー育成のための研修を実施

した。また、潜在的有資格者に対しては、再就労につなげるための研修等を行った。

さらに、地域包括ケアシステム構築のため、地域包括支援センター機能強化などの

市町村支援や認知症ケアに携わる人材や生活支援コーディネーター養成のための研

修等を実施した。 

・ 介護人材のキャリアアップ研修の実施 →受講者１,３０２人 

・ 潜在介護福祉士の再就業支援 →研修等参加２０名 

・ 認知症初期集中支援チーム員研修 →研修実施市町村８市町 

・ 認知症地域支援推進員研修 →研修実施市町村１５市町 

・ 認知症サポート医の養成 →認知症サポート医累計３７人 

・ 認知症介護、認知症介護指導者研修の実施 →受講者３５１人 

・ 生活支援コーディネーターの養成 →生活支援コーディネーター累計６３人 

・ 地域包括ケアシステムに関わる人材の育成 →養成研修実施累計２７市町村 

・ 権利擁護人材の養成 →７事業 

（労働環境・処遇の改善） 

 介護職員は、勤務環境や処遇が問題となって離職することが多いことから、離職

防止のために介護職員と介護事業所双方への支援や働きやすい環境づくりの取組み

を行った。 

・ 早期離職防止のためのＯＪＴ支援  →就業継続相談 

・ 雇用管理改善の取組みのためのセミナー開催、相談支援 →社労士等の派遣 

・ 介護ロボット導入・普及や労務改善等研修 →研修等参加３８事業所 
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    ２）見解２）見解２）見解２）見解    

地域におけるＩＣＴの活用、地域包括ケアシステムを構築するための仕組みづく

りや医療従事者の確保が一定程度進んだ。 

また、県内の要介護・要支援認定者に対する地域密着型サービス施設が増加し、

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築が進んだ。 

    ３）目標の継続状況３）目標の継続状況３）目標の継続状況３）目標の継続状況    

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。   
■■■■奈良・東和・西和・中和・南和奈良・東和・西和・中和・南和奈良・東和・西和・中和・南和奈良・東和・西和・中和・南和（目標と計画期間）（目標と計画期間）（目標と計画期間）（目標と計画期間）    

①①①①    区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標    

１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業につい

て 

  奈良県全体の目標と同じ 

２．居宅等における医療の提供に関する事業について 

奈良県全体の目標と同じ 

３．介護施設等の整備に関する事業について 

奈良県全体の目標と同じ 

４．医療従事者の確保について 

奈良県全体の目標と同じ 

 ５．介護従事者の確保について 

奈良県全体の目標と同じ 

②②②②    計画期間計画期間計画期間計画期間    

平成27 年度（～平成30 年度）  
□奈良・東和・西和・中和・南和□奈良・東和・西和・中和・南和□奈良・東和・西和・中和・南和□奈良・東和・西和・中和・南和（達成状況）（達成状況）（達成状況）（達成状況）    

 １）目標の達成状況１）目標の達成状況１）目標の達成状況１）目標の達成状況    

   奈良県全体の達成状況と同じ 

    ２）見解２）見解２）見解２）見解    

   奈良県全体の達成状況と同じ 

    ３）目標の継続状況３）目標の継続状況３）目標の継続状況３）目標の継続状況    

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。      

  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 

    

平成27年度奈良県計画に規定した事業について、平成27年度計画終了時における事業の実

施状況を記載。 

 

事業の区分 １．医療機能の分化・連携に関する事業 

 

事業名 【NO.１】ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基

盤整備事業 

【総事業費】 
2,971千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成３０年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 ・地域医療支援病院等と地域医療を担うかかりつけ医（診療所）が診療

情報を共有することにより、医療機能の役割分担と地域の病診連携の推

進を図る。 

事業の達成

状況 

平成 27年度においては、 

・ネットワーク基盤整備に係る全体スキームの作成 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業の実施により、地域医療支援病院等と地域医療を担うかか

りつけ医（診療所）とのスムーズな連携と機能分化が図られる。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   現在実施されている多職種連携会議等を踏まえてモデル地域を設

定し、ネットワーク基盤整備に向けた検討を行う。 

その他  
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事業の区分 １．医療機能の分化・連携に関する事業 

 

事業名 【NO.２】 地域包括ケア病棟等整備促進事業 【総事業費】 
9,979千円 

事業の対象

となる区域 

中和・南和・西和 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２９年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 ・急性期治療後の患者や、在宅患者の受け入れ、患者の在宅復帰の連携

機能の強化 

・２０２５年の医療需要予測に基づく、医療機能の転換の促進 

転換病床数 ５３１床 

事業の達成

状況 

平成 27年度においては、 

・基金を活用した地域包括ケア病棟の整備４８床 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

回復期機能や在宅医療体制強化につながる病棟整備であり、病床

機能の分化・連携の促進に資する。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   回復期への病床転換を図ることができ、効率的な事業といえる。 

その他  
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事業の区分 １．医療機能の分化・連携に関する事業 

 

事業名 【NO.３】病床機能分化・連携施設設備整備事業 【総事業費】 
8,000千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２９年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 本事業は、地域において明らかに不足している病床の機能への転換に資

する事業等のうち、病床の機能の連携に特に資する事業として実施する

ものであり、ＥＲ型救急医療体制を強化することにより、他の医療機関

の回復期への病床転換を誘導するものであり、地域医療構想の達成に向

けた病床の機能の連携に資することを目的とする。 

事業の達成

状況 

平成 27年度においては、 

・施設整備にかかる基本計画の策定 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     ＥＲ型救急医療体制が強化されることで、他の医療機関の回復期

への病床転換を誘導し、病床機能の連携に資する。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   救急医療体制の強化と他の医療機関の回復期への病床転換を図る

ことができ、効率的な事業といえる。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.４】訪問看護推進事業 【総事業費】 
1,029千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 研修参加者数 １２０名 

 

事業の達成

状況 

平成 27年度においては、 

・研修参加者数 １７８名 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     訪問看護に関心のある看護職を対象とした研修を実施し、訪問看

護を担う看護職員の育成・確保に資することができた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   基礎的な講義やテーマ別集合研修、訪問看護ステーションでの同

行訪問実習を実施し、訪問看護の実践に必要な知識・技術の習得を

図るため効率的な事業実施ができた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.5】訪問看護人材育成支援事業 

 

【総事業費】 
2,585千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 事業実施施設数 ５施設 

事業の達成

状況 

事業実施施設数 ５施設 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

 訪問看護未経験者を新規雇用する訪問看護ステーションに対する

支援を行い、訪問看護に従事する看護職員の育成・確保に資するこ

とができた。   

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   各施設が潜在看護職員や病院看護師、新卒者を対象に人材育成に

取り組み、多様な人材の訪問看護分野への参入を促進するため効果

的な事業実施ができた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.6】精神障害者医療連携推進事業 【総事業費】 
2,500千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 ・精神科病院の退院者のうち長期入院者の割合向上 

事業実施前 4.6%→事業実施後 6.5% 

事業の達成

状況 

事業実施前 4.6%→事業実施後 4.8% 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

 長期入院者の退院調整や退院後の集中的な支援に当たる専任職員

を病院に配置することで、より多くの長期入院者が地域生活が可能

となり、地域における医療体制の充実を推進する契機になったと考

える。   

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   本事業の実施により、地域医療連携の実際や重要性について病院

職員全体へ理解が広がり、連携体制の構築が一層推進され新たな入

院の長期化を防ぐことが期待できる。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.7】重症心身障害児・者レスパイトケア体制整備事

業 

【総事業費】 
1,307千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成３０年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 重症心身障害のある人が地域で家族と安心して暮らせるよう、相談、レ

スパイトの調整等が行える体制整備を図る。 

事業の達成

状況 

レスパイトケアの実態把握のため、保護者等にアンケート調査を実施。

医療的ケアを必要とする在宅重症心身障害児・者を持つ家族に対する支

援の一つであるし、関係する支援者育成のための研修等の実施及び個別

具体のケースをモデルとして、を行う。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

 本事業の実施により、レスパイトケアの利用状況や問題点の調

査・分析を行い、利用者と受入施設を繋ぐ窓口設置に向けた検討に

つながる。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   受入施設である事業所や医療機関等と連携を図りながら、効率的

に窓口設置に向けた検証を開始。 

 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

15 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.8】てんかん医療支援ネットワーク調査研究事業 【総事業費】 
182千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 患者の実態、診療状況等の把握 

事業の達成

状況 

県内の医療機関（４４８ヶ所）のうち、２４４ヶ所から回答を得て、集

計結果に考察を加えた報告書を作成した。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

 調査を実施したことで、県内におけるてんかん患者の実態や診療

状況等を把握することができた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   調査の回答率は５４％であった。想定を上回る回答を得られたこ

とで、てんかん医療の実情をより多く把握することができた。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.9】 

在宅歯科医療連携室整備事業 

【総事業費】 
2,772千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 訪問在宅歯科診療件数３００件 

事業の達成

状況 

訪問在宅歯科診療件数２４８件 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

 在宅歯科医療における医科や介護等の他分野との連携を図るため

の窓口を設置することにより、地域における在宅歯科医療の推進及

び他分野との連携体制の構築を図ることができる。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   在宅歯科医療の専門知識又は豊富な業務実績を有し、県下全域で

事業を展開することができる事業者に在宅歯科医療連携室の窓口を

一本化することにより、効率的に住民や在宅歯科医療を受ける者・

家族等のニーズに答え、地域における在宅歯科医療の推進及び他分

野との連携体制構築を図ることができる。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.10】在宅歯科医療連携体制推進事業 【総事業費】 
4,734千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２９年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 ・研修会参加者数 ３００名 

事業の達成

状況 

研修参加者１３３名 

（医療従事者８３名、介護従事者５０名） 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

 歯科保健医療を提供できる専門的な知識を有した歯科医師、歯科

衛生士、日常的な口腔ケアに対応できる通所介護施設従業者及び訪

問看護ステーション従事者等の育成を行うことで在宅医療の環境下

で充分な保健医療を行うことができる。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   高齢者通所施設、訪問看護ステーション実態調査で歯科医療提供

体制の課題を把握できている地域でモデル的に事業を実施展開し、

効果を明確に把握しながら在宅歯科医療の普及促進につなげること

ができる。 

 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

18 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.11】訪問歯科診療車の整備支援事業 【総事業費】 
3,670千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 ・訪問歯科診療車の整備 

・無歯科医地区への定期的な歯科医療提供体制の構築 

・無歯科医地区への訪問歯科診療 ４市村 

事業の達成

状況 

訪問歯科診療車を整備 

無歯科医地区への定期的な歯科医療提供体制の構築 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

 在宅療養者を含む無歯科医地区等において、歯科医療サービスを

確保し、全県下で高齢者の口腔ケアを維持・向上させて、在宅療養

を可能とする環境を構築することができる。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   在宅歯科医療連携室と連携して、歯科医療が受療しにくい地域に

おける在宅歯科医療提供体制の確保を図ることができ、本県北部の

平野部においても、多くの機材を積みこんで訪問診療を行えるため、

訪問歯科診療の機能拡充につながり、また、災害発生時における確

保等への活用も期待できる。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

19 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.12】在宅医療材料等供給システムモデル事業 【総事業費】 
993千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 ・地域の供給拠点となる薬局数３０ 

事業の達成

状況 

医療材料等の供給システムの整備 

供給システム使用施設 薬局３９、診療所４、訪問看護ステーション７ 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     在宅医療現場で必要な医療材料をシステムで検索し発注すること

で在宅患者への円滑な供給が図れる。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   地域の薬局において医療材料等の在庫ををネットワーク上で管理

し共有することで各薬局の在庫負担の軽減が図れた。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.13】在宅医療連携拠点薬局無菌調剤室整備事業 【総事業費】 
5,000千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 ・共同利用申し込み薬局数７ 

事業の達成

状況 

薬剤師会の会営薬局の無菌調剤室を共同利用できるように整備 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     今後在宅医療の推進を図る上で増加することが想定される需要に

応じる体制が整備できた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性        

   計画どおり整備が行われた。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

21 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.14】地域医療支援センター（県費奨学生配置センタ

ー）事業 

【総事業費】 
2,350千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 配置医師数 １５名 

事業の達成

状況 

配置医師数１２名 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     修学資金の貸与を受けた医師の配置先調整の仕組みを構築してい

る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   奨学生や、修学資金の貸与を受けた医師に対してその多数が所属

する大学で随時面談するなど継続的なキャリア形成支援により、効

率的に修学資金制度の運用を行っている。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

22 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.15】医師確保推進事業 

へき地勤務医師確保推進事業 

【総事業費】 
173千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 夏期へき地実習受講者数 ２０名 

事業の達成

状況 

夏期へき地実習受講者数 ２１名 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     医学生に奈良県のへき地医療についての興味を深めてもらい、将

来へき地で勤務する医師の確保を図っている。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   へき地診療所の現場勤務体験やデイサービス等での実習を通じ、

医学生に対して県内のへき地医療や地域医療の実情について、効率

的に PRを行うことができた。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

23 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.16】産科医療体制支援事業 【総事業費】 
15,786千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 産科医、新生児医療担当医等の処遇改善や産科医療を担う医師の育成を

図る医療機関数 ２５機関 

事業の達成

状況 

補助金支給対象医療機関２５ 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     本事業の実施により、産科医等の定着促進と処遇改善を図る医療

機関の負担軽減を行うことができた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   産科医等の処遇改善を図りつつ安心してお産できる体制が確保で

きる点で効率的な事業といえる。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

24 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.17】ＥＲ体制構築事業 【総事業費】 
27,200千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年９月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 研修参加者数 １６５名 

事業の達成

状況 

研修参加者数 １６２名 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     ＥＲ体制の構築を図ることにより、「断らない医療」の実践を推進

し、県民が安心できる医療提供体制を構築するのに効果的である。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   本事業の実施により、ＥＲ体制の構築を効率的に進めることがで

きた。  

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

25 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.18】女性医師応援事業 

働きやすい勤務形態支援事業 

【総事業費】 
1,529千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 事業実施病院数 ４病院 

事業の達成

状況 

事業実施病院数 ２病院 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     短時間正規雇用制度、宿日直勤務の見直し等の勤務医の就労環境

を改善する病院を支援することで、勤務医の離職防止や復職促進に

寄与している。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   本事業の実施により、病院が就労環境の見直しを行うことに対し

て、少額の補助金で効率的に支援している。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

26 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.19】新人看護職員卒後研修事業 【総事業費】 
18,842千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 補助事業実施病院数 ２６病院 

事業の達成

状況 

補助事業実施病院数 ２６病院 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     各病院で行う新人看護職員に対する臨床研修を支援することによ

り、ガイドラインに沿った研修の推進に資することができた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   多施設合同の集合研修や研修責任者等に対する研修を実施し、研

修体制充実に向けた取組を効率的に行うことができた。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

27 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.20】看護職員資質向上推進事業（実習指導者講習会事業、看護教員継続研修事業、中堅看護職員ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修事業） 【総事業費】 
3,622千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 研修参加者数 １６０名 

事業の達成

状況 

研修参加者数 ２１２名 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     実習指導者や看護教員、中堅看護職員の育成を図ることにより、

看護教育の充実、看護の質向上に資することができた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   研修のうち一部は公開講座としたため、受講生以外に 80名の参加

があり、より多くの看護職員の研鑽の機会として効率的な事業実施

ができた。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

28 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.21】看護師等養成所運営費補助事 【総事業費】 
99,516千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 県内看護師等養成所卒業生の県内就業率 ５０％ 

事業の達成

状況 

県内看護師等養成所卒業生の県内就業率４８．９％ 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     看護師等養成所の運営に対する支援を行うことにより、教育内容

の充実や質の高い看護職員の養成に資することができた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   補助金の交付にあたっては卒業生の県内就業率に応じた調整率を

適用し、効率的な事業実施ができた。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

29 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.22】ナースセンター機能強化事業 【総事業費】 
3,900千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年１０月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 サテライト相談実施回数 ２４回 

事業の達成

状況 

サテライト相談実施回数 ３５回 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     ナースセンターに新たに相談員を増員し、看護職員の就業支援体

制の強化を図ることができた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   ハローワーク等地域の関係機関との連携により、看護職員の県内

就業を促進するため効率的な事業実施ができた。 。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

30 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.23】医療勤務環境改善支援センター事業 【総事業費】 
1,679千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 相談人数 １３０人 

事業の達成

状況 

相談人数 １４０人 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関を支援するための

体制を整備し、医療従事者の離職防止・定着促進に向けた取り組み

を推進することができた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   地域の関係機関との連携を図り、医療機関への制度周知や研修会

の開催等を効率的に実施することができた。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

31 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.24】病院内保育所運営費補助事業 【総事業費】 
97,215千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 補助事業実施病院数 ２２病院 

事業の達成

状況 

補助事業実施病院数 ２２病院 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     病院内保育所の運営に対する支援を行うことにより、子どもを持

つ医療従事者が働き続けられる環境整備の推進に資することができ

たと考える。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   平成 27 年度は新たに院内保育所を開設した１病院が補助対象と

なり、県内病院における離職防止・再就業促進に向けた取組を効率

的に支援することができた。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

32 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.25】小児救急医療体制整備事業 【総事業費】 
52,021千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 小児科標榜病院が他の小児科標榜病院と共同連帯し、当番方式により小

児 2 次救急医療を行うことで、地域住民の小児 2 次救急医療を確保しつ

つ、医療従事者等の負担軽減を図る。 

実施医療機関数 13機関 

事業の達成

状況 

全県（北和地区・中南和地区）において、毎休日・毎夜間に小児２次救

急医療を確保することができた。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     本事業の実施により、県内全域で小児２次救急医療を確保しつつ、

当番制により実施することで医療従事者等の負担軽減を図ることが

できた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   小児 2 次救急医療の確保と、医療従事者等の負担軽減を両立させ

るうえで、効率的な事業である。 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

33 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.26】小児救急医療支援事業 【総事業費】 
23,035千円 

事業の対象

となる区域 

全県 

 

事業の期間 平成２７年４月～平成２８年３月 

☑継続 ／ □終了 

 

 

事業の目標 小児救急患者の家族等からの電話相談窓口を設け、小児救急医療機関へ

の不要・不急な受診を抑制することにより、医療従事者等の負担軽減を

図る。 

相談件数 ２０，０００件 

事業の達成

状況 

平成 27 年度の相談件数は 22,069件（うち救急要請やすぐの医療機関受

診を勧めた件数は 5,331件）であり、目標は達成された。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

     本事業の実施により、小児救急医療機関への不要・不急な受診を

抑制し、医療従事者等の負担軽減を図ることができた。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

   利用者にとってメリットがある事業であり、医療従事者等の負担

軽減も図れることから、効率的な事業であると言える。 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  

事業名 【NO.1】 

奈良県介護施設等整備事業 

【総事業費】 
616,667千円 

事業の対象となる

区域 

全圏域 

事業の実施主体 介護事業者等 

事業の期間 平成 27年 4 月 1日～平成 28年 3 月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：県内の要介護・要支援認定者に対する地域密

着型サービス事業所数（※）を１万人あたり７．１施設とする。 ※地域包括ケアの構築に特に必要とされる、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の数 

事業の内容（当初計

画） 

１ 地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 認知症高齢者グループホーム       ６３床（４カ所） 

 小規模多機能型居宅介護事業所          ３カ所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   ５カ所  

 認知症対応型デイサービスセンター    １カ所 

 緊急ショートステイ        １床（１カ所） 

 施設内保育施設             ３カ所 

２ 介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を

行う（１８施設）。 

３ 既存の特別養護老人ホームの多床室におけるプライバシー

保護のための改修に対して支援を行う（１４施設５４４床）。 

アウトプット指標

（当初の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス

施設等の整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介

護サービス提供体制の整備を促進する。 

・認知症高齢者グループホーム 1,937床（129カ所） 

→ 2,000床（133カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 37カ所→40カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 12カ所→19カ所 

・認知症対応型デイサービスセンター 40カ所 →41カ所 

・緊急ショートステイ １床（１カ所）増 

・施設内保育施設  ３カ所増 

アウトプット指標

（達成値） 

・認知症高齢者グループホーム 1,937床（129カ所） 

→ 2,015床（131カ所） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 37カ所→40カ所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 12カ所→20カ所 

・認知症対応型デイサービスセンター 40カ所 →41カ所 

・緊急ショートステイ １床（１カ所）増 
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・施設内保育施設  ３カ所増 ※同一施設の増床及び基金による整備補助が不要であったものを含む。 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：県内の要介護・要支援

認定者に対する地域密着型サービス事業所数（※）を１万人あ

たり７．３施設とする。 ※地域包括ケアの構築に特に必要とされる、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の数 

観察できた → 指標：５．９施設から７．１施設に増加した。 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

地域密着型サービス施設等の整備により県内の要介護・要支

援認定者に対する地域密着型サービス事業所数が８９施設から

１０１施設に増加し、高齢者が地域において、安心して生活で

きる体制の構築が図られた。    

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで一定の

共通認識のもとで施設整備を行い、調達の効率化が図られた。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）基盤整備 

 （中項目）基盤整備 

 （小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

      人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事業 

事業名 【No.２】介護人材確保協議会運営事業 【総事業費】 
58,876千円   事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 県、奈良労働局、県福祉人材センター、介護事業の経営者、介護従事者、 

養成機関等で協議会を立ち上げ、奈良県の介護人材確保における現状を調査

して分析を行い、介護人材の確保定着に向けた取組の立案や、人材育成等に

取り組む事業所に対しての認証評価制度導入に向け検討を行う。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
介護人材確保協議会での介護人材の確保定着に向けた検討及び認証評価 

アウトプット指

標（達成値） 

介護人材確保協議会における調査・分析及び検討により、介護人材確保や 

定着に向けた取組を推進し、介護従事者（常勤換算）の増加に繋げる。 

→ 達成値：協議会を設置・開催したが、認証評価は次年度から実施の予定。 

� 人材確保に向けた現状調査・分析 

� 福祉・介護人材確保協議会の設置・運営 

� 人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度の設計 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち）○○に増加 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進 

      事業 

事業名 【No.３】介護人材確保対策推進補助事業（介護等理解促

進） 

【総事業費】 
15,739千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体、市町村 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 民間団体が行う次の取組みに対して支援 

・学生向け進学説明会や地域住民への啓発・施設見学会等の実施 

・県内企業等の社員向けに研修・相談会の実施、定年後の再就職先紹介 等 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

民間団体が行う地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促

進取組み事業 

アウトプット指

標（達成値） 

事業による関心向上と潜在労働力掘り起こしで介護従事者の増加に繋げる。

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中） 

H27  訪問学校 2校、研修等開催 11回 参加者 187人 

� 介護職の魅力や今後の社会的重要度の高まりをアピールする取組みによ

り将来の担い手を確保するとともに潜在労働力を掘り起こす 

� 「高齢者の生活・介護等に関する県民調査」における➀サービス事業者

向け調査項目［職員の過不足感］の改善、②介護従事者向け調査項目［介

護の仕事を選んだ理由］における関心度の向上をめざす。 

① 「過剰である」「適当である」計 67.6％     ※H26.3調査結果より 

② 「高齢者の介護や福祉の仕事に関心があったから」 55.0% 

「社会や人のために役に立てる仕事だと思ったから」 34.7% 

「家族や知人、学校の先生などに勧められたから」 14.4% 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち）○○に増加 

（※アウトカム指標と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場

体験事業 

事業名 【No.４】介護のお仕事チャレンジ事業 

 

【総事業費】 
13,308千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 多様な世代に対し、介護の仕事の魅力や職場の雰囲気、仕事内容につい

て学習する機会を提供することにより、円滑な人材参入を促進する 

・魅力発見セミナー（事業所職員が学校を訪問、仕事の魅力を説明） 

・見学ツアー（事業所を訪問し、職場見学や利用者・職員との交流） 

・職場体験（事業所において、職員の仕事の補助や業務体験） 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
介護の仕事への関心度向上と潜在労働力掘り起こしの学習機会の提供 

アウトプット指

標（達成値） 

関心度向上と潜在労働力掘り起こしにより、介護従事者の増加に繋げる。 

→ 達成値：事業を実施（取組み中） 

� 介護体験の機会を確保して、多様な層の潜在労働力の掘り起こし 

� 「高齢者の生活・介護等に関する県民調査」における➀サービス事業者

向け調査項目［職員の過不足感］の改善、②介護従事者向け調査項目［介

護の仕事を選んだ理由］における関心度の向上をめざす。 

➀「過剰である」「適当である」計 67.6％     ※H26.3調査結果より 

②「高齢者の介護や福祉の仕事に関心があったから」 55.0% 

「社会や人のために役に立てる仕事だと思ったから」 34.7% 

「家族や知人、学校の先生などに勧められたから」 14.4% 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち）○○に増加 

（※アウトカム指標と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場 

体験事業 

事業名 【No.５】介護人材確保対策推進補助事業（職場体験等） 

 

【総事業費】 
0千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 若者、女性、高年齢者向けの職場体験事業や介護ボランティア養成事業

の実施にかかる経費の支援 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
若者、女性、高年齢者向けの職場体験事業や介護ボランティア養成事業 

アウトプット指

標（達成値） 

事業による関心向上と潜在労働力掘り起こしで介護従事者の増加に繋げる。 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中）H27 応募実績なし 

� 介護体験の機会を確保して、多様な層の潜在労働力の掘り起こし 

� 「高齢者の生活・介護等に関する県民調査」における➀サービス事業者

向け調査項目［職員の過不足感］の改善、②介護従事者向け調査項目［介

護の仕事を選んだ理由］における関心度の向上をめざす。 

（参考）H26.3調査結果 

① 「過剰である」「適当である」の合計 67.6％ 

② 「高齢者の介護や福祉の仕事に関心があったから」 55.0% 

「社会や人のために役に立てる仕事だと思ったから」 34.7% 

「家族や知人、学校の先生などに勧められたから」 14.4% 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった  → 指標：（取組み中）H27 応募実績なし 

観察できた       

（※アウトカム指標と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）助け合いによる生活支援の担い手の養成事業 

事業名 【No.６】生活・介護支援サポーター養成事業 

 

【総事業費】 
10,760千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 市町村、民間団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：生活・介護支援サポーター（地域支え合い推進員）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 地域のインフォーマルサービス等の担い手養成研修等の実施にかかる経

費の支援 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
地域のインフォーマルサービス等の担い手養成研修 

アウトプット指

標（達成値） 

� 地域のインフォーマルサービス等の担い手養成研修により、生活・介護

支援サポーター（地域支え合い推進員）の増加を図る 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中） H27 実施 2 市 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中） 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、生活・介護支援サポーター（地域支え合い

推進員）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）参入促進のための研修支援 

 （小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

 

事業名 【No.７】介護職員初任者支援事業 

 

【総事業費】 
41,120千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 市町村、民間団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 地方公共団体が管内の事業所・施設での一定期間以上の就労を条件に介

護職員初任者研修の受講料を一部助成 

� 介護関係の資格等を有しないで県内の事業所・施設に勤務する職員が介

護職員初任者研修（通信講座）を受講した場合等に当該経費の一部を助

成 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
介護職員初任者研修の受講者の数 300人 

アウトプット指

標（達成値） 

� 介護職員初任者研修の受講者が増加することにより介護従事者が増加 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中）H27受講者数 100人 

（参考）訪問介護員数；51,379人（H26.5末集計時点） 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち）○○に増加 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）地域のマッチング機能強化 

 （小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能

強化事業 

事業名 【No.８】福祉・介護人材マッチング機能強化事業 【総事業費】 
63,030千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護従事者（常勤換算）の増加  

事業の内容（当

初計画） 

� 専門員を配置し、事業所における詳細な求人ニーズの把握と求職者への

相談、情報提供等を一体的に実施し、属性に応じたきめ細やかなマッチ

ングを行う。 

� 求人支援：事業所訪問（ニーズ把握、求人開拓）、求職者情報の提供、

地域別就職フェア 

� 求職者支援：出張相談、学校訪問、就職ガイダンス、求人情報の提供、

地域別就職フェア 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
相談窓口の設置、キャリア支援専門員５名の常駐及び求人情報提供 

アウトプット指

標（達成値） 

� 就職フェア等への参加事業所数の増加等、求人情報提供数が増加するこ

とにより、福祉・介護人材マッチング機能強化を図り介護従事者の増加

に繋げる。 

→ 達成値：事業を実施（取組み中） 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち）○○に増加 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）機能のマッチング機能強化 

 （小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能

強化事業 

事業名 【No.９】介護人材確保対策推進補助事業（マッチング機能強

化） 

【総事業費】 
2,980千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 事業所・施設等による合同就職説明会等の実施にかかる経費の支援。 

 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
事業所・施設等による合同就職説明会等 

アウトプット指

標（達成値） 

事業所・施設等による合同就職説明会等により介護職員の増加に繋げる。 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中） 

� 求人にかかる情報提供を充実して、介護職員の増加 

（参考）介護職員数；19,649人（平成 24年度）   

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち）○○に増加 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

 

事業名 【No.１０】介護職員等によるたんの吸引等実施支援事業 

 

【総事業費】 
23,616千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 

平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： 医療的ケアを実施する介護職員等の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 喀痰吸引等の業務を行う介護職員等に対する研修 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
指導看護師 180人及び研修修了者数 300人（平成 27～29年度） 

アウトプット指

標（達成値） 

� 喀痰吸引等業務研修の実施により、医療的ケアを実施する介護職員等 

の養成及び確保を図る。 

→ 達成値：事業を実施（取組み中） 

H27 指導看護師 41人、1号･2号研修修了者 81人、 

3号研修修了者 254人 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた → 指標：（取組み中）1号･2号研修、実地研修修了の後、 

修了書を交付･･･H27累計 156人に交付 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、医療的ケアを実施する介護職員等の増加を

図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.１１】介護人材確保対策推進補助事業（研修受講促進） 【総事業費】 
87,085千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：多様な人材層の介護職員に対する資質向上及びアセッサー

等講習・研修の受講での介護キャリア段位制度普及促進による介護従事者

（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 多様な人材層の介護職員に対する資質向上及びキャリアアップに必要な

研修や相談支援の実施にかかる経費の支援 

� 介護キャリア段位制度におけるアセッサー講習を受講させるために事業

所が負担した受講料に対する支援 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
介護職員が参加できる研修等の機会 

アウトプット指

標（達成値） 

研修での資質向上とキャリア段位制度普及により介護従事者の増加を図る。 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中）H27 研修参加者 926人 

� 県内の介護職員が参加できる研修等の機会を確保して介護職員の資質の

向上をめざす 

� 県内の介護職員が参加できる研修等の機会を確保して介護職員の資質の

向上をめざす「県民アンケート調査」における調査項目［適切な介護サ

ービスの充実］の満足度の改善 （参考）2.89ポイント（平成 26年度） 

� 「高齢者の生活・介護等に関する県民調査」における介護従事者向け調

査項目［満足度・仕事の内容］の改善 

（参考）「非常に満足」「満足」の合計 29.2%（H26.3調査結果） 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち）○○に増加 

（※アウトカム指標と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）潜在有資格者の再就業促進 

 （小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

 

事業名 【No.１２】介護人材確保対策推進補助事業（潜在介護福

祉士就業促進） 

【総事業費】 
5,893千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 未就業の介護福祉士に対する介護サービスの知識や技術の再取得のため

の研修や就職のための相談支援等の実施にかかる経費の支援 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

未就業の介護福祉士に対する介護サービスの知識や技術の再取得のための 

研修や就職のための相談支援等 

アウトプット指

標（達成値） 

未就業の介護福祉士に対する介護サービスの知識や技術の再取得のための 

研修や就職のための相談支援により潜在介護福祉士の就業促進を図る。 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中） H27 研修等参加者 20人 

� 潜在介護福祉士の就業促進 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち）○○に増加 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.１３】認知症初期集中支援チーム員研修・認知症地

域支援推進員研修事業 

【総事業費】 
11,103千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：認知症初期集中支援チーム員及び認知症地域支援推進員の

資質向上と増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 認知症初期集中支援チーム員研修 

 認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的に、 

 市町村が配置する「認知症初期集中支援チーム員」を対象とした研修を 

 行う。 

� 認知症地域支援推進員研修 

 市町村において医療、介護及び地域の支援機関をつなぐ支援や、認知症 

 の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員の資

質向上を図る。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

認知症初期集中支援チーム員・認知症地域支援推進員研修 

① 認知症初期集中支援チームの全市町村設置  H27 研修実施 20市町村 

② 認知症地域支援推進員の全市町村配置        

アウトプット指

標（達成値） 

研修により認知症初期集中支援チーム員・認知症地域支援推進員の資質向上

と増加を図る。→ 達成値：事業を実施（取組み中） 

① 認知症初期集中支援チームの全市町村設置  H27 研修実施 8市町 

② 認知症地域支援推進員の全市町村配置          15市町 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中）○○に増加 

（※アウトカム指標と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、認知症初期集中支援チーム員及び認知症地

域支援推進員の資質向上と増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.１４】認知症にかかる医療体制の充実強化事業 

 

【総事業費】 
7,554千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 

平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：認知症初期集中支援のしくみづくり及び認知症患者対応医

や病院医療従事者の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� かかりつけ医認知症対応力向上研修 

� 認知症サポート医養成研修   

� 認知症サポート医フォローアップ研修  

� 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修  

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

認知症サポート医研修や病院勤務医療従事者向け認知症対応力向上研修等 

 

アウトプット指

標（達成値） 

認知症対応研修による人材育成により認知症初期集中支援のしくみづくり

及び認知症患者対応医や病院医療従事者の増加を図る。 

→ 達成値：事業を実施（取組み中） 

H27 実施研修数 4 事業 研修受講者 181人 

① 認知症患者等に適切に対応できるかかりつけ医や病院の医療従事者の育

成・確保 

② 認知症サポート医の確保 

③ 認知症サポート医が研修や市町村の行う認知症初期集中支援に関わるし

くみづくり 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた       

→ 指標：（取組み中）  認知症サポート医養成研修修了者 H27累計 37人 

（※アウトカム指標と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、認知症患者対応医や病院医療従事者の増加

を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

 

事業名 【No.１５】認知症介護専門職支援事業 

 

【総事業費】 
9,190千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 

平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：認知症対応介護サービスの技術向上及び技術習得者の増加 

事業の内容（当

初計画） 

認知症対応研修により介護サービスの技術向上及び技術習得者の増加を図

る。 

� 認知症対応型サービス事業開設者研修の実施 

� 認知症対応型サービス事業管理者研修の実施 

� 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修の実施 

� 認知症介護指導者のフォローアップのための研修の実施 等 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
認知症対応研修 

アウトプット指

標（達成値） 

� 介護サービス事業者の管理者等に認知症ケアに必要な知識や技術などを

習得させ、認知症高齢者に対する介護サービスの質の向上を図る。 

→ 達成値：事業を実施（取組み中） H27 実施研修数 6 事業 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中）H27 研修修了者 351人 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、認知症対応介護サービスの技術向上及び技

術習得者の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.１６】地域包括支援センター機能強化事業 

 

【総事業費】 
9,534千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 

平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：地域包括支援センターの機能強化と運営充実 

事業の内容（当

初計画） 

� 地域包括支援センター運営支援事業（関係者会議、意見交換、研修等） 

� 地域ケア会議専門職派遣（弁護士、理学療法士等を派遣、助言指導） 

� 地域包括支援センター及び市町村担当課の新任者に対する研修の実施 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
広域的連携・多職種協働による業務・活動評価の実施及び効果的研修 

アウトプット指

標（達成値） 

広域的連携・多職種協働による業務・活動評価の実施及び効果的研修により 

地域包括支援センターの機能強化と運営充実を図る。 

→ 達成値：事業を実施（取組み中） 

① 広域的に連携して実施する業務・活動評価や効果的な研修 

② 地域包括支援センター（62ヶ所）を中心とする多職種協働による地域ケ

ア会議 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた       

→ 指標：（取組み中）地域包括支援センターの機能強化と運営充実 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、地域包括支援センターの機能強化と運営充

実を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築に資する人材育成・資質向上事業 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

 

事業名 【No.１７】生活支援コーディネーター養成事業 

 

【総事業費】 
3,550千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 

平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：生活支援コーディネーターの増加及び全市町村への配置 

事業の内容（当

初計画） 

� 生活支援コーディネーター養成研修事業  

 ・生活支援コーディネーター中央研修（指導者養成研修） 

 ・市町村生活支援コーディネーター養成研修 

� 新しい総合事業移行に向けた市町村支援事業 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
養成研修及び市町村支援事業 

アウトプット指

標（達成値） 

生活支援コーディネーター養成研修及び市町村支援事業により生活支援コー

ディネーターの増加及び全市町村への配置を図る。 

→ 達成値：事業を実施（取組み中） 

生活支援コーディネーター養成研修実施 H27累計 27市町村 

� 全市町村に生活支援コーディネーターを配置 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた → 指標：（取組み中） 

生活支援コーディネーター養成研修修了者 H27累計 63人 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、生活支援コーディネーターの増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

 

事業名 【No.１８】介護人材確保対策推進補助事業（生活支援コ

ーディネータ） 

【総事業費】 
  0千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：生活支援コーディネーターの増加及び全市町村への配置 

事業の内容（当

初計画） 

� 民間団体が実施する生活支援コーディネーター養成等の研修に対して支

援 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
民間団体が実施する生活支援コーディネーター養成等研修 

アウトプット指

標（達成値） 

民間団体が実施する生活支援コーディネーター養成等の研修により生活支

援コーディネーターの増加及び全市町村への配置を図る。 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中）H27 応募実績なし 

� 全市町村に生活支援コーディネーターを配置 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった   → 指標：（取組み中）H27 応募実績なし 

観察できた       

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、生活支援コーディネーターの増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）権利擁護人材育成事業 

 

事業名 【No.１９】権利擁護人材育成事業 

 

【総事業費】 
9,240千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：「生活支援員」や「市民後見人」等の権利擁護人材の資質

向上及び増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 地方公共団体が行う次の取り組みに対して支援 

・権利擁護システムの検討 

・後見人の確保に向けた市民後見人の活用及び支援 

・権利擁護支援ネットワークの構築 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
権利擁護支援事業 

アウトプット指

標（達成値） 

権利擁護支援事業により「生活支援員」や「市民後見人」等の権利擁護人材

の資質向上及び増加を図る。 

→ 達成値：事業を実施（取組み中） H27 実施 7 事業 

� 「生活支援員」や「市民後見人」等の権利擁護人材の養成と資質の向上 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち） 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、「生活支援員」や「市民後見人」等の養成

と資質の向上を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）介護予防の推進に資する OT,PT,ST指導者育成事業 

 

事業名 【No.２０】介護人材確保対策推進補助事業（OT等指導者

育成） 

【総事業費】 
2,510千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 リハビリテーション関連団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標： OT等指導者の育成・確保 

事業の内容（当

初計画） 

� リハビリテーション関連団体の行う次の取り組み対して支援 

� 地域包括ケアシステムへの OT、PT、STの関わりについて研修実施 

� 地域包括ケアシステムに関わる OT、PT、STの情報把握 

� 多職種連携会議の開催等 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
OT等指導者育成のための研修等取り組みの数 

アウトプット指

標（達成値） 

OT等指導者育成のための研修等取り組みにより OT等指導者の育成・確保 

を図る。 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中） 

� 介護予防の推進に資する指導者の育成・確保 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち）○○に増加 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、OT等指導者の育成・確保を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）人材育成力の強化 

 （小項目）新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業 

 

事業名 【No.２１】介護人材確保対策推進補助事業（メンター制

度等導入支援） 

【総事業費】 
0千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：新人介護職員の定着及び介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 新人介護職員の定着に資する制度などを整備しようとする事業者に対す

る当該制度構築のための研修や相談支援等の実施にかかる経費を支援 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
メンター制度等導入のための研修及び相談支援等の数 

アウトプット指

標（達成値） 

メンター制度等導入のための研修及び相談支援等により新人介護職員の定

着を図り介護従事者の増加に繋げる。 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中） H27 応募実績なし 

� 離職率の改善（「介護労働実態調査結果」介護労働安定センター） 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった   → 指標：（取組み中）H27 応募実績なし 

観察できた       

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

 

事業名 【No.２２】介護就職者フォローアップ事業 

 

【総事業費】 
16,822千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 奈良県 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：労務環境改善及び介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 新規入職者の定着状況を調査し、離職理由を把握するとともに、具体的

課題を解決するため、必要に応じて中小企業診断士、社会保険労務士等

を事業所に派遣することにより、労務環境改善の支援を行う。 

・入職者フォローアップ調査 

・就労環境改善支援（施設・事業所向け） 

 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
介護人材定着のための具体的課題解決及び就業継続相談件数 

アウトプット指

標（達成値） 

� 介護人材定着のための具体的課題解決と就業継続相談により、介護人材

の定着化と労務環境改善を支援し、介護従事者の増加に繋げる。 

→ 達成値：事業を実施（取組み中） 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった 

観察できた      → 指標：（取組み中、調査結果待ち）○○に増加 

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合に記載。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

      介護ロボット導入支援事業 

事業名 【No.２３】介護人材確保対策推進補助事業（雇用管理改

善・介護ロボット導入等） 

【総事業費】 
32,745千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：労務環境改善及び介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 民間団体が行う次の取り組みに対して支援 

� 雇用管理改善方策についての研修や相談支援の実施 

� 介護ロボット導入の効果を周知・普及するためセミナー開催や展示

会へ出展、介護従事者負担軽減のための介護ロボットの購入 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
介護ロボット導入の効果を周知・普及する取組み 

アウトプット指

標（達成値） 

介護ロボット普及の取組みで労務環境改善と介護従事者の増加に繋げる。 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中） 

H27 研修等開催 50回 参加 38事業所 

� 介護事業者の管理者等に対する研修や相談支援等の実施により、勤務環

境の改善をめざす。 

� 「高齢者の生活・介護等に関する県民調査」における➀サービス事業者

向け調査項目［職員定着の取組状況］の事業所数の増加、②介護従事者

向け調査項目［現在の仕事や職場への満足度］における満足度の向上を

めざす。 

① 取組み事業所数 1,623事業所   ※（参考）H26.3調査結果より 

② ［職場の人間関係］で「非常に満足」「満足」の合計 44.6% 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった       

観察できた → 指標：（取組み中、調査結果待ち）H27 研修参加 38事業所 

（※アウトカム指標と必ずしも一致するものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により労務環境改善し、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）子育て支援 

 （小項目）介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業 

事業名 【No.２４】介護人材確保対策推進補助事業（施設内保育

施設運営） 

【総事業費】 
24,000千円 事業の対象となる医療介護総合確保区域 県全域 

事業の実施主体 民間団体 

事業の期間 

平成２７年８月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景に あ る 医

療・介護ニーズ 

高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：労務環境改善及び介護従事者（常勤換算）の増加 

事業の内容（当

初計画） 

� 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の対象とならない事業場内保

育施設への運営費の支援 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 
介護事業者における子育て支援のための取り組みの数 

アウトプット指

標（達成値） 

介護事業者における子育て支援の取組みにより労務環境改善を図り介護従

事者（常勤換算）の増加に繋げる。 

→ 達成値：補助金事業を公募（取組み中） H27 応募実績なし 

� 介護事業者における子育て支援のための取り組みを促進し、勤務環境の

改善をめざす。 

� 「高齢者の生活・介護等に関する県民調査」における介護従事者向け調

査項目➀［現在の仕事や職場への満足度］における満足度の向上、②［介

護の仕事を続けたくない理由］のうち「家庭の事情（子育てや介護）な

どで続けるのが難しいため」の割合の改善をめざす。 

（参考）H26.3調査結果 

① ［福利厚生］で「非常に満足」「満足」の合計 20.9% 

② 「家庭の事情（子育てや介護）などで続けるのが難しいため」19.6% 

事業の有効性・

効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業終了後 1年以内のアウトカム指標：（取組み中） 

観察できなかった   → 指標：（取組み中）H27 応募実績なし 

観察できた       

（※背景にある医療・介護ニーズで定めたアウトカム指標と必ずしも一致す

るものではない。） 

（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性（１）事業の有効性    

本事業により体制が強化され、介護従事者（常勤換算）の増加を図る。 

（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性（２）事業の効率性    

調達方法や手続について行政の手法を紹介することで、一定の共通認識の

もとで事業を執行し、効率化を図る。 

その他 ※ その他、基金を活用した独自のモデル的な事業、特に効果的な事業がある場合。 
 


